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…… ……7…… ……: … … …

ly二二･･ ‥‥‥‥ ‥　　 ‥　‥‥‥　ﾐ..I ’　･･ ｀I･　･.；　　　. ‥‥
‥ ‥ ‥‥

‥‥l･　
‘　I ’.. ･. I.･‘ .I.･ ＼, ら　．”･ ご　･...　　/･

ノ ざ ら に ， 上 記 ２
の （a ）に お い て 処 分 庁 が 受 理 し た 求 職 活 動 状 況 届 に はJ 本 件 保 護 申 請 日 天
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